
注）◎は施設改修を伴う場合

▼ ①区市町村との事前協議

▼ ②都における事前協議

審査

▼ ③ 開 設 許 可 申 請

審査

▼ ④　開　設

◆開設許可手続に係る個別のご相談は、下記にご連絡ください。

【問い合わせ先】

　担当：東京都福祉保健局高齢社会対策部施設支援課施設整備担当

　電話：０３－５３２０－４２６６（直通）

○事前協議から開設まで、少なくとも２か月以上かかります。

○ ○

○ ○

◎工事終了 ○

○

◎改修工事着工 ○

区市町村 都

○ ○ ○

開設予定者

介護医療院の開設許可に係る事務手続フロー 

許可書 

事前協議申請書類 
の提出 協議経過の報告 

本申請 

介護保険法第１０７条 
第６項に基づく通知 

「意見書」の提出 

開設前現地検査 

現地確認 

事前協議申請書類 
の提出 


